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はじめに 

本調査は2015年11月にジェトロが発行した「食品添加物規制調査 EU」の改定版である。 

欧州食品安全機関（EFSA）による着色料、防腐剤、抗酸化剤のリスク再評価が 2015 年 12

月末までに終了する予定であったが、一部の物質については再評価が終了しておらず、科

学的意見が公表されていない。 

再評価の結論に基づき、欧州委員会と加盟各国は共同で食品添加物の使用規定の変更を判

断する場合があるほか、必要であれば該当する食品添加物を認可リストから削除すること

もあるので、添加物を使用する際には確認することが望ましい。 

本調査が関係企業の参考となれば幸いである。 
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EU では、着色剤や甘味料、保存料、酸化防止剤、その他乳化剤・安定剤などの添加物の使

用は、認可リストに掲載された食品添加物のみ使用が許可されている（欧州議会・理事会

規則 1333/2008）。新しい食品添加物の認可には、欧州食品安全機関（European Food Safety 

Authority : EFSA）の承認が必要となる（欧州議会・理事会規則 1331/2008）。また、純

度基準にも対応していなければならない。（欧州議会・理事会規則 231/2012）。 

 

 

1.定義 

EU では、着色剤や保存料、抗酸化剤、乳化剤、安定剤などの食品添加物と、香料および食

品酵素を区別し、これらを合わせて「食品改良剤（Food Improvement Agents）」と総称し

ている。食品添加物、香料、食品酵素の定義は下記のとおりである。 

 

項目 内容 根拠資料名 

食品添加物

の定義 

それ自体は通常は食品として消費されず、栄養価

の有無を問わずに食品の典型的な原材料として

は通常は使用されない物質で、食品の製造、加工、

調理、処理、包装、輸送、保存の段階において技

術的な効果（防腐、酸化防止、色の定着など）を

意図的に追加することにより、その物質やその副

産物が直接的・間接的に食品の構成要素となる

か、なることが十分に予想される物質。 

欧州議会・理事会規則

(EC)No1333/20081第 3条 

香料の定義 

それ自体は食品として消費されず、香りや風味を

添えるか、もしくは変えるために食品に添加され

る製品。香料物質、香料調整品、熱処理香料、ス

モーク香料、香味料前駆体、その他香料およびこ

れらの複合物からなる。 

欧州議会・理事会規則

(EC)No1334/20082第 3条 

食品酵素の

定義 

植物、動物、微生物、または植物、動物、微生物

に由来する製品から得られる製品で、微生物の発

酵によって得られる製品も含む。 

欧州議会・理事会規則

(EC)No1332/20083第 3条 

 

                                                   
1 欧州議会および理事会規則（EC）No 1333/2008 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:en:PDF 
2 欧州議会および理事会規則（EC）No1334/2008 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0034:0050:en:PDF 
3 欧州議会および理事会規則（EC）No 1332/2008 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0007:0015:en:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0034:0050:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0007:0015:en:PDF
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2.添加物の範囲 

EU では食品添加物について、食品に及ぼす技能的な効果をベースに 27 に分類している。

CODEX「食品添加物の機能・国際番号システムに関するガイドライン(CAC/GL 36-1989)」

による 27 分類と比較すると、下表のように EU では「漂白剤」「炭化剤」「保色剤」が食品

添加物として分類に含まれていないが、「酸味料」「加工でん粉」「コントラスト増強剤」が

食品添加物とされている。EU の 27 分類のうち 26 分類は欧州議会・理事会規則(EC)No 

1333/2008 の付則 I に明記され、「コントラスト増強剤」が 2013 年に欧州委員会規則(EU)No 

510/20134により加えられた。 

 

（注 1）範囲の意味：○は EU で添加物とみなされているもの。×は添加物とはみなされな

いもの。 

項目名（英語） 項目名（日本語） 
範囲 

（注 1） 
主な用途 

Acidity regulator pH調整剤 ○ pH を調整する 

Anti-caking agent 凝結防止剤 ○ 食品の構成要素同士の接着を防ぐ  

Antifoaming agent  消泡剤 ○ 泡立つのを防ぐ、または減らす  

Antioxidant 抗酸化剤 ○ 
酸化による品質の劣化を防ぎ食品の保存期

間を長くする 

Bleaching agent 漂白剤 × 食品を脱色する 

Bulking agent 増量剤 ○ 
食品の栄養価に大きく寄与することなく、

食品のかさを増やす  

Carbonating agent 炭化剤 × 食品に炭酸ガスを含ませる  

Carrier 加工助剤 ○ 

甘味料、香料、栄養素などを溶解、希釈、

分散させることで、その取り扱いを容易に

する  

Colour 着色剤 ○ 
食品を着色する、またはその色調を回復さ

せる  

Colour retention 

agent 
保色剤 × 食品の色調を安定化させる、または強める  

Emulsifier 乳化剤 ○ 
食品中で乳化を均一にする、またはその状

態を保つ  

Emulsifying salt 乳化塩 ○ 
タンパク質の構造を変えて脂肪の分離を防

ぐ  

                                                   
4 欧州委員会規則（EC）No 510/2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:150:0017:0020:en:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:150:0017:0020:en:PDF
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Firming agent 固化剤 ○ 組織の形状を保護または強化する 

Flavour enhancer 化学調味料 ○ 食品にある風味や香りを増強する  

Flour treatment 

agent 
小麦粉処理剤 ○ 

小麦粉や生地に加え、焼き上がった食品の

品質や色調を改善する  

Foaming agent 発泡剤 ○ 
食品中で気泡を均一に分散させる、または

その状態を維持する  

Gelling agent ゲル化剤 ○ ゲル化し、食品に食感を与える  

Glazing agent 光沢剤 ○ 
食品の外皮に使用し、食品に光沢を与える、

またはその表面を保護する  

Humectant 保湿剤 ○ 
食品周囲の乾燥による影響で、食品自体が

乾燥するのを防ぐ  

Packaging gas 充填剤 ○ 
食品を酸化や損傷から守るために食品の容

器に注入する気体  

Preservative 防腐剤 ○ 
食品を微生物による品質の劣化から守り、

保存期間を長くする  

Propellant 噴射剤 ○ 
食品を容器の外に出すために食品の容器に

注入する気体  

Raising agent 膨張剤 ○ 
気体を発生させパンの生地やころもを膨ら

ませる  

Sequestrant 隔離剤 ○ 

キレート作用（食品の酸化などを促進する

金属イオンを捕捉する作用）により、食品

の色調、香り、食感を安定化させる  

Stabilizer 安定剤 ○ 
食品の構成要素の分散状態を均一に保ち物

理化学的状態を維持する  

Sweetener 甘味料 ○ 食品に甘味を与える（単糖類、二糖類除く）  

Thickener 増粘剤 ○ 食品の粘度を増加させる  

Acids 酸味料 ○ 食品の酸味を増強・添加させる 

Contrast enhancer 
コントラスト

増強剤 
○ 

果物・野菜の表面の一部を脱色することで

色を際立たせる 

Modified starches 加工でん粉 ○ 
物理的または酵素で加工し、アルカリ処理、

酸処理、漂白処理などをしたでん粉 
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3.ポジティブリスト／ネガティブリスト 

ポジティブリスト制を採用。（欧州議会・理事会規則(EC)No1333/2008 第 4 条） 

食品添加物のほかに食品酵素と香料についても、欧州議会・理事会規則により認可リスト

（ポジティブリスト）を作成することが定められている。ただし、食品酵素については、

この規則に基づいた認可リストはまだ作成されていない。 

 

 

4.添加物の種類・リスト 

(1) 現行の認可リストの状況 

① 食品添加物 

欧州委員会は 2011 年に、欧州議会・理事会規則（EC）No 1333/2008 の付則 II と付則 III

を改正する欧州委員会規則を採択した5。これにより認可されている食品添加物のリスト（付

則 II）と食品原料成分（ほかの添加物、酵素、香辛料や栄養素）に含めることを認める添

加物のリスト（付則 III）が一覧できるようになった。その後も付則 II の認可リスト（認可

する添加物、食品カテゴリー別に認める添加物とその使用基準）と付則 IIIの認可リストは、

随時改正されている。 

 

項目名 項目名の定義 登録品目数 根拠法令 リスト参照先 URL 

食品添加物

の認可リス

ト (Commu 

-nity List/ 

Union List) 

EFSA が安全性を評価

し、その意見に基づい

て欧州委員会が使用を

認めた食品添加物。規

則の付則IIとIIIにリ

ストがある。 

386 品目 

（2015 年 9

月 29 日現

在） 

欧 州 議

会・理事会

規 則 (EC) 

No 

1333/2008

と改正法 

食品添加物データ

ベース 

https://webgate.e

c.europa.eu/foods

_system/main/?eve

nt=substances.sea

rch&substances.pa

gination=1 

 

なお、2009 年 1 月 20 日以前に認可された一部の添加物は、安全性の確認のため欧州食品

安全機関（EFSA）によるリスク再評価が進められている。再評価の期限は規則(EU) No 

257/20106により、以下のように定められている。 

                                                   
5 欧州委員会規則（EC）No 1192/2011 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:295:0001:0177:en:PDF 

欧州委員会規則（EC）No 1130/2011 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:295:0178:0204:EN:PDF  
6欧州委員会規則（EC）No 257/2010 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:080:0019:0027:EN:PDF  

https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?event=substances.search&substances.pagination=1
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?event=substances.search&substances.pagination=1
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?event=substances.search&substances.pagination=1
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?event=substances.search&substances.pagination=1
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?event=substances.search&substances.pagination=1
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?event=substances.search&substances.pagination=1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:295:0001:0177:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:295:0178:0204:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:080:0019:0027:EN:PDF
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 ・着色料：               2015 年末 

 ・甘味料：               2020 年末 

 ・着色料と甘味料以外の食品添加物：   2018 年末 

   うち ・防腐剤、抗酸化剤：     2015 年末 

      ・乳化剤、安定剤、ゲル化剤： 2016 年末 

      ・グルタミン酸塩、二酸化ケイ素、 

 

(2) 認可リストの 2014 年以降の変更点 

① 食品添加物：リストに新たに登録された添加物 

E番号＊ 名称 施行日 認可された食品 根拠資料・URL 

E1208 

ポリビニル

ピロリドン-

酢酸ビニル

共重合体 

2014 年

4月4日 

カプセルや錠剤および

同種の形状を含む固形

サプリメント（噛める

形状を除く）の光沢剤 

欧州委員会規則 (EU)No 

264/2014 

http://eur-lex.europa.eu/L

exUriServ/LexUriServ.do?ur

i=OJ:L:2014:076:0022:0025:

EN:PDF  

E969 
アドバンテ

ーム 

2014 年

6月4日 

35 の食品カテゴリー

（食品および卓上甘味

料製品など）の甘味料 

欧州委員会規則 (EU) No 

497/2014 

http://eur-lex.europa.eu/l

egal-content/EN/TXT/PDF/?u

ri=CELEX:32014R0497&from=E

N   

E243 

ラウロイル

アルギニン

エチル 

2014 年

6月5日 

加熱処理した肉製品の

保存料（乳化したソー

セージ、燻製ソーセー

ジ、レバーペーストを

除く） 

欧州委員会規則 (EU) No 

506/2014 

http://eur-lex.europa.eu/l

egal-content/EN/TXT/PDF/?u

ri=CELEX:32014R0506&from=E

N  

E1209 

ポリビニル

アルコール-

ポリエチレ

ングリコー

ルグラフト

共重合体 

2014 年

7 月 10

日 

カプセルや錠剤および

同種の形状を含む固形

サプリメント（噛める

形状を除く）のフィル

ムコーティング剤 

欧州委員会規則(EU) No 

685/2014 

http://eur-lex.europa.eu/l

egal-content/EN/TXT/PDF/?u

ri=CELEX:32014R0685&from=E

S  

E641 L-ロイシン 

2015 年

5 月 14

日 

錠剤の卓上甘味料の加

工助剤 

欧州委員会規則(EU) No 

2015/649 

http://eur-lex.europa.eu/l

egal-content/EN/TXT/PDF/?u

ri=CELEX:32015R0649&from=E

N  

*: E 番号とは、EU で認可された食品添加物を示す分類ナンバー 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:076:0022:0025:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:076:0022:0025:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:076:0022:0025:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:076:0022:0025:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0497&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0497&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0497&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0497&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0506&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0506&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0506&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0506&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0685&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0685&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0685&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0685&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0649&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0649&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0649&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0649&from=EN
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② 食品添加物：リストの主な変更点 

E 番

号 
名称 施行日 変更内容 根拠資料 URL 

■リストからの削除 

E912 
モンタン酸

エステル類 

2014

年 4 月

4 日 

データの不足により

評価ができないため

削除 

欧州委員会規則(EU) No 

957/2014 

http://eur-lex.europa.eu/legal-conte

nt/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:320

14R0957&from=EN   

■新たな食品への使用認可 

E220- 

228 

二酸化硫黄-

亜硫酸塩類 

2014

年 1 月

12 日 

着香ワイン、着香ワ

イン・ベースの製品、

着香ワイン製品のカ

クテルの保存料・酸

化防止剤として使用

を認可 

欧州委員会規則(EU) No 59/2014 

http://eur-lex.europa.eu/LexU

riServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L

:2014:021:0009:0011:EN:PDF    

E401 
アルギン酸

ナトリウム 

2014

年 10

月 2日 

果物・野菜（皮をむ

いたもの、カットし

たもの、切り刻んだ

もの）の光沢剤とし

て使用を認可 

欧州委員会規則(EU) No 969/2014 

http://eur-lex.europa.eu/lega

l-content/EN/TXT/PDF/?uri=CEL

EX:32014R0969&from=EN  

E450 
二リン酸塩

類 

2014

年 11

月 4日 

ピザやキッシュ、タ

ルトのベースに使わ

れるイーストベース

の生地の膨張剤・pH

調整剤として使用を

認可 

欧州委員会規則(EU) No 

1084/2014 

http://eur-lex.europa.eu/lega

l-content/EN/TXT/PDF/?uri=CEL

EX:32014R1084&from=EN  

E951 

 

アスパルテ

ーム 
2014

年 11

月 5日 

低カロリーの果物や

野菜のスプレッド

（ペースト状の食

品）の甘味料として

使用を認可 

欧州委員会規則(EU) No 

1092/2014 

http://eur-lex.europa.eu/lega

l-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:

JOL_2014_299_R_0007&from=EN  

E961 ネオテーム 

E962 

アスパルテ

ーム・アセス

ルファム塩 

E120 

E141 

E160b 

E160c 

着色料 4品目
7 

2014

年 11

月 5日 

熟成チーズの食品カ

テゴリーの中で、使

用できる対象食品の

拡大を認可 

欧州委員会規則(EU) No 

1093/2014 

http://eur-lex.europa.eu/lega

l-content/EN/TXT/PDF/?uri=CEL

EX:32014R1093&from=EN  

E210- 

213 
安息香酸 

2015

年 4 月

20 日 

加工魚介類・魚介製

品のうち、塩水漬け

調理済みエビのみに

使用を認可 

欧州委員会規則(EU) No 2015/538 

http://eur-lex.europa.eu/lega

l-content/EN/TXT/PDF/?uri=CEL

EX:32015R0538&from=EN   

                                                   
7 ４品目（カッコ内は E 番号）：：コチニール、カルミン酸、カルミン類（E120）、クロロフィル類および

クロロフィリン類の銅錯体（E141）、アナトー、ビキシン、ノルビキシン（E160b）、パプリカ抽出物、

カプサンチン、カプソルビン（E160c）、 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0957&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0957&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0957&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:021:0009:0011:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:021:0009:0011:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:021:0009:0011:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0969&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0969&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0969&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1084&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1084&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1084&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_299_R_0007&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_299_R_0007&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_299_R_0007&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1093&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1093&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1093&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0538&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0538&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0538&from=EN
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E551 
二酸化ケイ

素 

2015

年 4 月

13 日 

食品添加物中の加工

助剤以外の食品添加

物に関する認可リス

ト（付則 III）にも、

新たに加えて使用を

認可 

欧州委員会規則(EU) No 2015/639 

http://eur-lex.europa.eu/lega

l-content/EN/TXT/PDF/?uri=CEL

EX:32015R0639&from=EN  

E101 

 

リボフラビン

類 2015 年

8 月 31

日 

乾燥したジャガイモ

加工製品の着色料と

しての使用を認可 

欧州委員会規則(EU) No 

2015/1378 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/

EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1

378&from=EN  

E160a カロテン類 

■その他の変更 

E150a

, b, 

c, d 

カラメル色

素 

2014

年 6 月

4日 

ビールおよび麦芽飲

料での使用基準を変

更し、150c の最大使

用濃度を設定 

欧州委員会規則(EU) No 

505/2014 

http://eur-lex.europa.eu/le

gal-content/EN/TXT/PDF/?uri

=OJ:JOL_2014_145_R_0009&fro

m=ES  

E101 

 

リボフラビ

ン類 

2014

年 9 月

14 日 

E101：レーキ状での使

用を認可 欧州委員会規則(EU) No 

923/2014 

http://eur-lex.europa.eu/le

gal-content/EN/TXT/PDF/?uri

=CELEX:32014R0923&from=EN   

E120 

コ チ ニ ー

ル・カルミン

酸・カルミン

類 

E120：熟成チーズ、肉

調整品、加工魚介・魚

介製品、着香ワイン、

着香ワイン・ベース製

品で基準値を設定 

 32品目8 

2015

年 5 月

14 日 

認可済みの食品添加

物 32 品目の使用基準

などを変更 

欧州委員会規則(EU) No 

2015/647 

http://eur-lex.europa.eu/le

gal-content/EN/TXT/PDF/?uri

=CELEX:32015R0647&from=EN  

E551 
二酸化ケイ

素 

2015

年 8 月

26 日 

食品添加物中の加工

助剤以外の添加物に

関する認可リストの

中で、「乾燥粉状のロ

ーズマリー抽出物

欧州委員会規則(EU) No 

2015/1362 

http://eur-lex.europa.eu/le

gal-content/EN/TXT/PDF/?uri

=CELEX:32015R1362&from=EN  

                                                   
8 32 品目（カッコ内は E 番号）：キノリンイエローWS（E104）、サンセットイエローFCF／オレンジイエ

ローS（E110）、ニューコクシン、コチニールレッド A（E124）、カラメル（E150a-d）、リコペン（E160d）、

アントシアミン（E163）、二酸化チタン（E171）、酸化鉄、水酸化鉄（E172）、ソルビン酸－ソルビン

酸塩、安息香酸－安息香酸塩（E200-213）、二酸化硫黄－亜流酸塩（E220-228）、ナタマイシン（E235）、

亜硝酸塩（E249-250）、酢酸カリウム（E261）、乳酸（E270）、アスコルビン酸（E304）、アスコルビン

酸脂肪酸エステル（E304）、没食子酸、TBHQ(Tert-ブチルヒドロキン)、BHA（ブチルヒドロキシアニ

ソール）（E310-320）、エリソルビン酸（E315）、エリソルビン酸ナトリウム（E316）、クエン酸（E330）、

酒石酸（E334）、リン酸ナトリウム（E339）、アルギン酸カルシウム（E404）、オクテニルコハク酸修

飾アラビアガム（E423）、コンニャク：コンニャク・ガムとコンニャク・グルコマンナン（E425）、脂

肪酸のモノおよびジ・グリセリド（E471）、グリセリンクエン酸脂肪酸エステル（E472c）、4－ヘキシ

ルレゾルシノール（E586）、ジメチルポリシロキサン（E900）、サイクラミン酸およびそのナトリウム

とカルシウム塩（E952）、ネオテーム（E961）、クエン酸トリエチル（E1505） 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0639&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0639&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0639&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1378&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1378&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1378&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_145_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_145_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_145_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_145_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0923&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0923&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0923&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0647&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0647&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0647&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1362&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1362&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1362&from=EN
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(E392)」での基準値を

設定 

E450

（ix）  

二リン酸二水

素マグネシウ

ム 

2014 年

4 月 13

日 

二リン酸塩類(E 450)の

代替物として、小麦粉

(Self raising flour のみ)、

麺類、衣用生地、パン

とロールパン、焼き菓

子の膨張剤・pH 調整剤

として使用を認可 

欧州委員会規則(EU) No 

298/2014 

http://eur-lex.europa.eu/legal-conte

nt/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_201

4_089_R_0036_01&from=EN   

 

 

③ 食品香料：リストの主な変更点 

変更内容 施行日 根拠資料 URL 

19 品目を認可リストから削除（申請取り

下げのため） 

2014 年

4 月 2

日 

欧州委員会規則(EU) No 246/2014 

http://eur-lex.europa.eu/legal-c

ontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:320

14R0246&from=EN   

N-エチル(2E,6Z)-ノナジエンアミドを認

可リストから削除（申請取り下げのため） 

2015 年

5 月 13

日 

欧州委員会規則(EU) No 2015/648 

http://eur-lex.europa.eu/legal-c

ontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:320

15R0648&from=EN 

1-メチルナフタレン、フルフリルメチル

エーテル、ジフルフリルスルフィド、ジ

フルフリルエーテル、エチルフルフリル

エーテルの 5 品目を認可リストから削除

（必要な情報やデータが提供されなかっ

たため） 

2015 年

7 月 28

日 

欧州委員会規則(EU) No 2015/1102 

http://eur-lex.europa.eu/legal-c

ontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:320

15R1102&from=EN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_089_R_0036_01&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_089_R_0036_01&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_089_R_0036_01&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0246&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0246&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0246&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0648&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0648&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0648&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1102&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1102&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1102&from=EN
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(3) 添加物のリスク再評価の状況 

 2009 年 1 月 20 日以前に認可された一部の添加物は、安全性を確認するために、2020 年

までに順次、欧州食品安全機関（EFSA）によるリスク再評価が進められている。着色料お

よび防腐剤・抗酸化剤については 2015 年末までに再評価が終了することになっていたが、

一部の物質についてはまだ再評価が終了しておらず、科学的意見が公表されていない。再

評価の結論に基づき、欧州委員会と加盟各国は共同で食品添加物の使用規定の変更を判断

する場合があるほか、必要であれば該当する食品添加物を認可リストから削除することも

ある。 

 

着色料 

E番号 名称 公表日 再評価に関する科学的意見の結論 根拠資料 URL 

E101 

(i)リボフラビ

ン、(ii)リボフ

ラビン-5'-リン

酸 

2013年 10

月 22日 

データベースに不確実性はある

が、現在認可されている用途と使

用量が、人の安全に影響を与える

可能性は低い。 

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/3357  

E120 

コチニール、カ

ルミン酸、カル

ミン類 

2015年 11

月 18日 

1 日当たりの許容摂取量（ADI）

5mg/kg・bw/day（注）を変更する

理由はない。ただし、この ADI は

コチニールとカルミンだけに適用

し 、 カ ル ミ ン 酸 の 場 合 は

2.5mg/kg・bw/day 相当となる。 

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/4288  

E140 

(i)クロロフィ

ル類、(ii)クロ

ロフィリン類 

2015 年 5

月 7日 

現行のクロロフィル類の使用量が

人の安全に影響を与える懸念はな

い。クロロフィリン類は食品添加

物としての安全性評価が不可能で

ある。 

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/4089 

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/4085  

E141 

(i)クロロフィ

ル類の銅錯体、 

(ii)クロロフィ

リン類の銅錯体 

2015 年 6

月 30日 

信頼性のあるデータが不足してい

るため、食品添加物として使用す

るための安全性評価が不可能なた

め、現行の ADI は撤回すべきであ

る。 

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/4151  

E153 植物炭末色素 
2012 年 4

月 27日 

用途と使用量で人の安全に影響を与

える懸念はない。 

www.efsa.eur

opa.eu/en/ef

sajournal/pu

b/2592  

E160a 

(i)混合カロテ

ン、(ii)ベータ

カロテン 

2012 年 3

月 14日 

入手可能なデータベースから ADI

を設定できないものの、食品添加

物や食品サプリメントとしての通

常の摂取量の範囲であれば、安全

性に懸念はない。 

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/2593  

E160b アナトー、ビキ 未公表   

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3357
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3357
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3357
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3357
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4288
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4288
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4288
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4288
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4089
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4089
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4089
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4089
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4085
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4085
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4085
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4085
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4151
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4151
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4151
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4151
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2592
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2592
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2592
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2592
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2593
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2593
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2593
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2593
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シン、ノルビキ

シン 

E160c 

パプリカ抽出

物、カプサンチ

ン、カプソルビ

ン 

2015年 12

月 10日 

食品着色料として使用した場合に

遺伝毒性に関する懸念はない。ADI

を 24mg/kg・bw/dayに設定した。 

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/4320  

E160e 
ベータ-アポ-8-

カロテン 

2014 年 1

月 22日 

新たなデータにより、 ADI を

0.3mg/kg・bw/day に設定できる。

報告されている用途や使用量で人

の安全に影響を与える懸念はな

い。  

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/3492 

旧再評価： 

http://www.

efsa.europa

.eu/en/efsa

journal/pub

/2499  

E160f 

ベータ-アポ-8-

カロテン酸エチ

ルエステル 

未公表 

  

E162 

ビートルート・

レッド、ベタン

ン 

2015年 12

月 9日 

入手可能な毒性学的データべース

は、ADIの設定には不十分である。

ただし報告された使用量では、食

品添加物としての使用で人の安全

に影響を与える懸念はない。 

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/4318  

E163 アントシアニン 
2013 年 4

月 23日 

入手可能な毒性学的データベース

は、ADIの設定には不十分である。

現在の使用による暴露量で人の安

全に影響を与える懸念はない。た

だし再評価のため、適切な毒性学

的データの要求を推奨する。 

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/3145  

E171 二酸化チタン 未公表   

E172 
酸化鉄・水酸化

鉄 

2015年 12

月 8日 

十分な生物学的・毒性学的データ

ベースを入手できないため、安全

性の適切な評価ができない。 

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/4317  

E174 銀 未公表   

E175 金 未公表   

注： mg/kg・bw/day＝許容 1日摂取量（ADI）の単位：1日につき体重（bw=body weight）

1kg 当たりの mg 

 

 

 

 

 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4320
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4320
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4320
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4320
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3492
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3492
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3492
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3492
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2499
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2499
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2499
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2499
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2499
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4318
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4318
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4318
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4318
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3145
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3145
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3145
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3145
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4317
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4317
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4317
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4317
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防腐剤・抗酸化剤 

E番号 名称 公表日 再評価に関する科学的意見の結論 
根拠資料

URL 

■優先物質 

E310

- 

312 

没食子酸プロ

ピル（E310） 

没食子酸オク

チル（E311） 

没食子酸ドデ

シル（E312） 

2014 年 4

月 24 日

(E310) 

没食子酸グループの ADIは撤回が望ま

しい。没食子酸プロピルの ADI を

0.5mg/kg・bw/dayに設定した。現行の

用途と使用量で人の安全に影響を与

える懸念はない。 

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/3642  

2015 年 5

月 5 日

(E312) 

利用可能なデータが非常に限られて

いるために、ADI を設定できない。単

一用途の場合、人の安全に影響を与え

る可能性は低いが、安全性を適切に評

価するには十分な毒性学的データベ

ースが必要。 

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/4086  

2015年 10

月 1 日

(E311) 

単一用途（チューイングガム）への使

用では、人の安全に影響を与える懸念

は低い。一方で、許可されている全用

途へ食品添加物として使用する場合、

安全性を適切に評価するには、十分な

毒性学的データベースが必要。 

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/4248  

E320 

ブチルヒドロ

キシアニソー

ル（BHA） 

2011年 10

月 12日 

遺伝毒性の懸念はない。現在のデータ

から ADI を改定する理由が示され、

1.0 mg/kg・bw/dayに設定した。 

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/2392  

E321 

ブチル化ヒド

ロキシトルエ

ン（BHT） 

2012 年 3

月 7日 

遺伝毒性の懸念はない。現在のデータ

から ADI を改定する理由が示され、

0.25 mg/kg・bw/dayに設定した。 

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/2588  

E220

- 

228 

二酸化硫黄・亜

流酸塩類 
未公表  

 

E304 

アスコルビン

酸脂肪酸エス

テル、(i)パル

ミチン酸アス

コルビル、(ii)

ステアリン酸

アスコルビル 

2015年 11

月 18日 

入手可能な毒性学的データが非常に

限られているため、ADIを設定できな

い。報告された用途と使用量で人の安

全に影響を与える懸念はない。 

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/4289  

E200

- 

203 

ソ ル ビ ン 酸

（E200）、ソル

ビン酸ナトリ

ウム（E201）、

ソルビン酸カ

リ ウ ム

（E202 ）、ソル

ビン酸カルシ

2015 年 6

月 30日 

(E200,E2

02,E203) 

ソルビン酸カルシウムについて、遺伝

毒性に関するデータが不足しており、

ソルビン酸のグループ ADIから除外す

ることが望ましい。現在のデータから

グループ ADIを改定する理由が示され

たため、ソルビン酸とソルビン酸カリ

ウムの暫定的なグループ ADI をソル

ビン酸換算で 3 mg/kg・bw/dayに設定

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/4144  

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3642
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3642
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3642
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3642
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4086
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4086
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4086
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4086
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4248
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4248
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4248
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4248
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2392
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2392
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2392
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2392
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2588
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2588
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2588
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2588
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4289
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4289
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4289
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4289
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4144
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4144
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4144
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4144
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ウム（E203） した。 

E284 

E285 

ホウ酸（E284）、

テトラ・ホウ酸

ナ ト リ ウ ム

（E285） 

2013年 10

月 24日  

いずれについても遺伝毒性の懸念は

ない。ホウ酸グループの ADIは、ホウ

素換算で 0.16 mg/kg・bw/day に設定

できる。 

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/3407  

E239 

ヘキサメチレン

テ ト ラ ミ ン

（HMT） 

2014 年 6

月 5日 

プロヴォローネチーズへの使用が許

可されているが、ホルムアルデヒドと

して換算した場合の残留量 25mg/kg

を使用する場合、安全性に対する懸念

はない。ただし残留量が増える場合に

は、新しいデータによる詳細な評価が

必要。 

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/3696  

E242 
二炭酸ジメチ

ル（DMDC） 

2015年 12

月 10日 

入手可能な毒性学的データベースか

ら ADIを設定できない。報告されてい

る用途と使用量で、人の安全に影響を

与える懸念の兆候はない。 

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/4319  

E249 
亜硝酸カリウ

ム 
未公表  

 

E250 
亜硝酸ナトリウ

ム 
未公表  

 

E251 
硝酸ナトリウ

ム 
未公表  

 

E252 硝酸カリウム 未公表   

E280

- 

283 

プロピオン酸

とそのナトリ

ウム、カルシウ

ム・カリウム塩 

2014 年 7

月 22日 

食品添加物として認可されている用

途と使用量の場合、最大濃度でも安全

性に対する懸念はない。 

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/3779  

E306 
トコフェロー

ル濃縮物 

2015 年 9

月 30日 

トコフェロール類に遺伝毒性や発が

ん性に対する懸念はない。入手可能な

データが限られるため、ADI を設定で

きない。食品に使用される場合の基準

量について安全性に対する懸念はな

い。 

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/4247  

E307 
α-トコフェロ

ール 

E308 
γ-トコフェロ

ール 

E309 
Δ-トコフェロ

ール 

■非優先物質 

E210

- 

215 

安息香酸・安息

香酸塩 
未公表 

  

E218

- 

252 

安息香酸塩・

亜流酸塩・フ

ェノール類・

ギ酸塩・硝酸

塩（優先物質

以外） 

未公表 

  

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3407
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3407
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3407
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3407
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3696
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3696
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3696
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3696
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4319
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4319
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4319
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4319
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3779
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3779
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3779
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3779
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4247
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4247
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4247
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4247
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E300

- 

321 

アスコルビン

酸塩・没食子

酸・エリソルビ

ン酸・エリソル

ビン酸塩・乳酸

塩（優先物質以

外） 

2015年5月

6 日（E300

／アスコ

ル ビ ン

酸・E301- 

E302 ／ ア

スコルビ

ン酸塩） 

遺伝毒性に対する懸念はなく、発がん

性の兆候もない。報告された食品添加

物として使用する場合の使用基量に

ついては、安全性に対する懸念はな

く、ADIの設定も必要ない。 

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/4087  

2015年 11

月 18 日

（ E304／

パルミチ

ン酸アス

コ ル ビ

ル、ステ

アリン酸

アスコル

ビル） 

入手可能な毒性学的データが非常に

限られるため、ADIを設定できない。

報告された食品添加物として使用す

る場合の使用基量については、安全性

に対する懸念はない。 

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/4289  

E586 
4-ヘキシルレ

ゾルシノール 

2014 年 4

月 24日 

入手可能なデータでは ADI を設定で

きない。甲殻類の可食部での残留量が

2mg/kg 以下の場合、毒性学的に容認

できる。認可する用途を増やす場合

は、生殖毒性試験が必要である。残留

濃度の監視を勧告した。 

www.efsa.eu

ropa.eu/en/

efsajournal

/pub/3643  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4087
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4087
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4087
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4087
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4289
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4289
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4289
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4289
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3643
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3643
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3643
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3643
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5.添加物の規格 

EU の認可リスト（規則の付則ⅡとⅢ）に掲載された食品添加物は、2012 年 3 月に制定さ

れた欧州委員会規則(EU) No 231/20129（食品添加物の規格を定めた規則）により純度や成

分が規定されている。各添加物には、学名の同義語、添加物の定義（学術名や化学式など）、

記述説明、識別情報、純度などが概説されている。この規則は認可リストの変更などに合

わせて改正されている。これまでの改正点を含めた最新文書（2015 年 9 月現在）は以下の

とおり。 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0231-2015051

5&from=EN  

 

これまでの改正内容と最新文書（consolidated version）については、以下のウェブサイト

で確認できる。 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LKD/?uri=CELEX:32012R0231 

 

 

 

 

6.使用が可能な食品 

食品添加物の認可リストのうち規則の付則 II・パート E には、食品カテゴリー別に使用が認め

られている食品添加物とその使用基準が明示されている。これとは別に、添加物を含むことが禁

止されている食品および着色料の存在が禁止されている食品が、付則 II・パート A に記載され

ている。なお、香料については、食品によって使用量に制限がある場合は、香料別の認可リスト

（規則(EC) No 1334/2008 の付則 I）の中に記載がある。また香料の規則の付則 III のパート B

には、香料および香料の特性を持つ食品成分に天然に存在する特定物質、また香料や香料の特性

を持つ食品成分を加えた混合食品に天然に存在する特定物質について、特定食品における許容含

有量が定められている。 

 

(1) 食品カテゴリー別に認可される添加物と使用基準 

食品カテゴリーやその中の食品ごとに、使用が認可されている食品添加物とその使用基準を定め

ている。詳細は、以下の食品添加物のデータベース（食品カテゴリー別）で確認できる。 

https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?event=categories.search 

  

                                                   
9 欧州委員会規則（EC）No 231/2012 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0231&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0231-20150515&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0231-20150515&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LKD/?uri=CELEX:32012R0231
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?event=categories.search
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0231&from=EN
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すでに使用が認可されている添加物の新たな食品への使用認可、および特定の食品に対する使用

基準の変更という食品別の認可に関する 2014 年以降の主な変更点は、前述の「4.添加物の種類・

リスト－(2) 認可リストの 2014 年以降の変更点」に示した。なお、2014 年 6 月には、食品カテ

ゴリーの「肉類」で従来の未加工肉（unprocessed meat）が生鮮肉（fresh meat）に、加工肉

（processed meat）が肉製品（meat product）にカテゴリーの名称が変わるとともに、肉類の

カテゴリー内で分類に変更があった。従来は「未加工肉」の分類の中にソーセージなど「肉調整

品」と「それ以外の未加工肉」の 2 つがあったが、「肉調整品」が別の分類となり、「それ以

外の未加工肉」が「生鮮肉」となった。「未加工肉」の用語を排したため「加工肉」も「肉製品」

と名称が変わった。ただし、使用が認められる食品添加物に変化はなかった。 

 

(2) 食品添加物を含むことが禁止されている食品 

食品添加物を含むことが禁止されている食品のリストは下記のとおり（付則 II・パート A 表 1）

（原材料に認められる添加物が、最終製品である複合食品まで持ち越されて存在することを認め

るキャリーオーバー原則の規定の適用が除外され、添加物を含むことは一切認められない）。 

 

1. 未処理の食品（肉調整品を除く） 

2. 蜂蜜 

3. 乳化されていない動・植物由来の油脂 

4. バター 

5. 味付けされていない低温殺菌乳および滅菌乳（超高温殺菌乳を含む）、味付けされていな

い低温殺菌のプレーンクリーム（低脂肪クリームを除く） 

6. 味付けされていない発酵乳製品（発酵後に加熱処理されていないもの） 

7. 味付けされていないバターミルク（滅菌バターミルクを除く） 

8. 天然のミネラルウォーター、水源水およびその他すべてのびん詰めないしパック入りの水 

9. コーヒー（味付けされたインスタントコーヒーを除く）、コーヒー抽出物 

10.味付けされていない葉茶 

11.砂糖 

12.乾燥パスタ（グルテンを含まないもの、および／または、低蛋白食向けのものを除く） 

 

(3) 着色料の存在が禁止されている食品 

着色料の存在が認められない食品のリストは下記のとおり（付則 II・パート A 表 2）（キャリ

ーオーバー原則の規定の適用が除外され、着色料の存在は一切認められない）。 

1. 未処理の食品 

2. びん詰めないしパック入りの水 

3. 低温殺菌および滅菌（超高温殺菌を含む）された全脂肪乳、半脱脂乳および脱脂乳（味付

けされていないもの） 

4. チョコレートミルク 

5. 発酵乳（味付けされていないもの） 

6. 脱水保存乳（味付けされていないもの） 

7. バターミルク（味付けされていないもの） 

8. クリームおよびクリームパウダー（味付けされていないもの） 

9. 動物または植物起源の油脂 
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10.熟成および未熟成チーズ（味付けされていないもの） 

11.羊乳・山羊乳のバター 

12.卵および卵製品 

13.小麦粉およびその他の粉砕品、でん粉 

14.パンおよび類似の製品 

15.パスタおよびニョッキ 

16.砂糖（すべての単糖類および二糖類を含む） 

17.トマトペースト、缶詰およびびん詰めトマト 

18.トマトベースのソース 

19.果汁・果実ネクター、野菜ジュース・野菜ネクター 

20. 果物、野菜（ジャガイモを含む）およびきのこの缶詰・びん詰め・乾燥品；加工果物・野

菜（ジャガイモを含む）・きのこ 

21. エクストラジャム、エクストラゼリー、栗ピューレ；プルーンピューレ（crème de 

pruneaux） 

22. 魚、軟体動物および甲殻類、肉、鶏肉、猟鳥獣肉、およびこれらの調製品（これらの成分

を含有する惣菜は除く） 

23.カカオ製品およびチョコレート製品中のチョコレート成分 

24. 焙煎コーヒー、茶、ハーブ・果実浸出液、チコリ；茶抽出液、ハーブ・果実浸出液とチコ

リ抽出物；茶、ハーブ・果実浸出液、煎じ出し用の穀物調製品、およびこれらの製品のミ

ックスならびにインスタントミックス 

25.塩、塩代用品、香辛料、混合香辛料 

26. 理事会規則(EC) No 1234/2007 でカバーされているワインおよびその他の製品（付則 I パ

ート XII に記載されているもの） 

27.蒸留酒飲料、浸軟および蒸留によって得られる蒸留酒（果物の名称が前に来る）、ロンド

ンジン、サンブーカ、マラスキーノ、ミストラ 

28.サングリア、クラレア（Clarea）、スーラ（Zurra） 

29.ワインビネガー 

30.指令 2009/39/EC で明示した乳幼児向け食品（乳幼児向けの特別医療目的の食品を含む） 

31.蜂蜜 

32.麦芽および麦芽製品 
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7.新たな食品添加物の指定 

食品添加物・香料・食品酵素に共通した認可申請の手続きが定められている（欧州委員会

規則(EU) No 234/201110とその改正である欧州委員会実施規則(EU) No 562/201211）。欧州

委員会は、認可申請提出のための実施ガイダンスを出しており、これを定期的に更新して

いる。 

 

欧州委員会の関連ページ 

http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/authorisation_application_en.htm  

実務ガイダンス（第 10 版：2015 年 1 月） 

http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/docs/practical_guidance_en.pdf  

EFSA の関連ページ 

http://www.efsa.europa.eu/en/applicationshelpdesk/foodingredients 

http://www.efsa.europa.eu/en/applicationshelpdesk/feedadditives  

 

 

 

8.表示方法 

食品添加物・香料・食品酵素を販売する場合のラベルの表示方法は、以下に示すそれぞれ

の規則で定められている。容器または包装に下記の項目を表示することを義務付けている

が、事業者間の販売と事業者から最終消費者向けの販売では、表示項目が異なる（下記で、

最終消費者向けは a 項と b 項のみ、事業者間では全項目）。表示項目は、ある添加物・香料・

酵素が単独ではなく、他の食品添加物・香料・食品酵素や食品成分と混合されて販売され

る場合も同様である。なお、食品添加物・香料・食品酵素を含む食品を販売する場合の表

示は「消費者への食品情報提供に関する欧州議会・理事会規則(EU) No 1169/2011」12によ

り、基本的に全ての成分をラベル表示することが義務付けられている。この成分は「香料、

食品添加物、食品酵素を含む物質または製品、および複合成分のあらゆる構成物で、食品

の製造・調整に使用され形態が変化しても最終製品に存在する物質」と定義され、成分に

該当する香料、食位添加物、食品酵素の表示が義務付けられている。 

 

 

                                                   
10 欧州委員会規則（EC）No 234/2011 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0234&from=EN  
11 欧州委員会実施規則（EC）No 562/2012 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:168:0021:0023:EN:PDF  
12 欧州議会および理事会規則（EC）No 1169/2011 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20140219&from=EN  

http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/authorisation_application_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/docs/practical_guidance_en.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/applicationshelpdesk/foodingredients
http://www.efsa.europa.eu/en/applicationshelpdesk/feedadditives
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0234&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:168:0021:0023:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20140219&from=EN
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食品添加物 食品香料 食品酵素 

規則(EC) No 1333/2008 
第 22 条 1項／第 23条 1項 

規則(EC) No 1334/2008 
第 15条 1項／第 17条 1 項 

規則(EC) No 1332/2008 
第 11条 1項／第 12条 1項 

(a) 食品添加物の名称およ
び E番号（EUで認可さ
れた食品添加物を示す
コードナンバー） 

(a) 販売概要
（”flavouring”ない
しより具体的な名称ま
たは香料の概要） 

※ 天然(Natural)の用語の
使用については、第 16
条で使用条件について
規定がある 

(a)各食品酵素の同規則で
定められている名称ま
たは販売概要 

 
※ 国際生化学・分子生物学

会議（IUBMB）で認めら
れている  名称も可） 

(b) 食品用である旨の記述（"for food”ないし”restricted use in food）または明
確な意図された食品用途 

(c) 保存・使用の条件（必要な場合） 

(d) 製品のバッチあるいはロット番号  

(e) 使用方法（表示がない
と適切な使用が妨げら
れる場合） 

(e)下記のリスト（重量順に
表示） 

(i)食品中に存在する香料
のカテゴリー名 

(ii) 食品中のその他の物
質ないし原料または
（該当する場合）これ
らの E 番号 

(e) 使用方法（表示がない
と適切な使用が妨げら
れる場合） 

(f) 製造者または包装者、販売者の名前または商号および住所 

(g) 食品における量的制限の対象となる要素（あるいは要素グループ）の最大量／同規
則や関連する EU法に購入者が準拠するのに必要な適切かつ明確な情報 

※ 量的制限は数値あるい
は「適量(quantum 
satis)」で 表示 

― ※ 単独または組み合わせ
て使用される要素グル
ープに同じ量的制限が
適用される場合は単一
の数字で合計パーセン
テージを表示可 

※ 量的制限は数値あるい
は「適量（quantum 
satis）」で表示 

(h) 正味量 
― ― 
(i) 賞味・使用期限 (i)賞味・使用期限 
(j) 必要に応じて、食品添

加物ないし当条項で言
及 さ れ て お り 指 令
2000/13/EC 付則 IIIa の
リスト＊に掲載されてい
る他の物質に関する情
報 

(j) 必要に応じて、食品添
加物ないし当条項で言
及 さ れ て お り 指 令
2000/13/EC 付則 IIIa の
リスト＊に掲載されてい
る他の物質に関する情
報 

(j) 必要に応じて、食品添
加物ないし当条項で言
及 さ れ て お り 指 令
2000/13/EC 付則 IIIaの
リスト＊に掲載されてい
る他の物質に関する情
報 

＊食品の一般的なラベル表示を定めた指令 2000/13/ECにおいて、アレルゲン物質を含むため、

表示義務が発生する食品成分のリスト 



 21 

Copyrightⓒ 2016 JETRO. All rights reserved. 

9.データベースの使用方法 

① 食品添加物のデータベース 

食品添加物のデータベースは、以下のページから利用できる。 

https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD 

 

 食品添加物の名称または E 番号（EU で認可された食品添加物を示す分類ナンバー）から

使用できる食品を確認 

データベースの上部にあるバーから「Additives」を選んでクリックすると、添加物の

E 番号と名称の一覧が表示される（図 1）。ここから当該物質を選択するか、添加物名

称、E 番号ないし INS 番号（コーデックス委員会が定めた国際番号システム）のいず

れかで検索する。 

 食品カテゴリー（またはサブカテゴリー）から、その食品に使用可能な食品添加物を

確認 

データベースの上部にあるバーから「Categories」を選んでクリックすると、食品カテ

ゴリーとそのサブカテゴリーがツリー構造のリストで表示される（図 2）。ここから該

当する食品を選ぶ。当該食品がどの食品（サブ）カテゴリーに当てはまるか分からな

い場合は、以下の欧州委員会のガイダンスを参照するとよい。 

「食品添加物の規則（EC）No 1333/2008 の付則 II・パート E の食品カテゴリー

を示すガイダンス文書」

http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/additives/docs/guidance_1333-2008_descrip

tors_annex2_20131218_en.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/additives/docs/guidance_1333-2008_descriptors_annex2_20131218_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/additives/docs/guidance_1333-2008_descriptors_annex2_20131218_en.pdf
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【図 1：食品添加物データベースの Additivesのページ】 

 

 

※Cookie を On にしてからご利用ください。 
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【図 2：食品添加物データベースの Categoriesのページ】 

 

 

② 香料のデータベース 

香料のデータベースは、以下のページから利用できる。 

https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FFL&auth=SANCAS 

 

 香料の名称または各種番号から使用できる食品を確認 

データベースの上部にあるバーから「Flavourings」を選んでクリックすると、香料の

参照番号、CAS 番号、FL 番号（EFSA が香料を評価する際に付けた番号）と名称の一

覧が表示される。ここから当該物質を選択するか、香料の名称、各種番号のいずれか

で検索する。画面は、食品添加物とほぼ同じ構造。 

 食品カテゴリー（またはサブカテゴリー）から、その食品に使用可能な香料を確認 

データベースの上部にあるバーから「Categories」を選んでクリックすると、食品カテ

ゴリーとそのサブカテゴリーがツリー構造のリストで表示される。ここから該当する

食品を選ぶ。画面は、食品添加物とほぼ同じ構造。 

 

https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FFL&auth=SANCAS
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10.新旧対照表 

ジェトロが 2015 年 11 月に発行した「食品添加物規制調査 EU」と本調査の変更点は以下

のとおりである。 

 

新旧対照表 

 改正後（2016 年 2 月発行） 改正前（2015 年 11 月発行） 

2.添加物の範囲 

 

＜隔離剤＞ 

主な用途：キレート作用（食品の

参加などを促進する金属イオンを

補足する作用）により、食品の色

調、香り、食感を安定させる 

＜隔離剤＞ 

主な用途：キレート作用により、

食品の色調、香り、食感を安定さ

せる 

4.添加物の種類・

リスト 

（3）添加物のリスク再評価の状況 

「着色料」「防腐剤・抗酸化剤」「非

優先物質」の内容を追加 

- 
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